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令和 8・9 年度春日那珂川水道企業団 競争入札参加資格審査申請要領（追加受付） 

 

令和 8・9 年度に春日那珂川水道企業団が発注する建設工事の請負、コンサルタント業務委託、物品及び

役務の業務委託に係る競争入札の参加参加資格の認定を希望する事業者は、この要領に従って申請をしてく

ださい。 

 

１．競争入札参加有資格者の有効期間 

令和 8 年１０月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日まで 

 

２．資格要件 

（１）次の各項目のいずれにも該当しないこと。 

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第 1 項各号に該当する者 

② 建設工事の請負については、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条第１項の規定による許

可を受けていない者および同法第 27 条の 23 第１項の規定に基づく経営に関する客観的事項につい

ての審査（以下「経営事項審査」という。）を受けていない者 

 経営事項審査の審査基準日において過去１年（12 月）以上の営業経歴を有しない者（合併、権利

承継等は除く。） 

 建設業の持続的な発展に必要な人材確保を図るため、事業者が社会保険などへ加入していることを

要件とします。社会保険などの加入状況については、経営規模等評価結果通知書の「その他の審査項

目（社会性等）」により確認します。「雇用保険」、「健康保険」、「厚生年金保険」の数値などの

全てについて「有」、または「免除」であれば要件を満たします。1 つでも「無」がある場合は、当

該社会保険の加入手続きを行い、保険料の払込みが確認できる資料（領収書の写し等）を提出してく

ださい。 

③ コンサルタント業務委託、物品及び役務の業務委託については、直近の決算日時点において、過去

1 年（12 月）以上の営業経歴を有しない者（合併、権利継承等を除く。） 

  営業に関し許可、認可、登録等を必要とする場合において、これを得ていない者 

④ 市町村税又は消費税及び地方消費税を滞納している者 

⑤ 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

⑥  暴力団員又は法人であってその役員が暴力団員である者 

⑦ 申請書及び添付書類に故意に虚偽の記載をし、又は虚偽の申告をした者 

 

（２）申請業種 

・ 工事関係 

建設業法の定めによる建設業の許可業種 

・ コンサルタント関係 

① 建築設計 ②土木設計  ③測量  ④地質調査  ⑤補償 

・ 物品・役務関係 

物品 ①事務用品 ②電気機械器具 ③機械器具 ④医療用、理化学、薬品用品 ⑤度量衡機器 

⑥繊維製品 ⑦車両・船舶 ⑧インテリア用品 ⑨資材 ⑩燃料・電力供給 ⑪印刷  

⑫日用雑貨 ⑬消防用品  ⑭水処理薬品 

役務 ①ビル管理 ②施設管理 ③警備 ④消毒・防疫 ⑤運送 ⑥看板・標識 ⑦写真・製図 

⑧情報処理 ⑨物品・機具類のレンタルリース ⑩サービス ⑪不用品回収 ⑫調査解析 

⑬その他 
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（３）受付期間 

令和 8 年 7 月２１日(火)～令和 8 年 7 月３１日(金)※消印有効 

 

※この期間以外の申請はメール郵送ともに受付できませんのでご注意ください。 

 

（４）問い合わせ可能な時間帯 

午前 8 時 30 分～午後 5 時（土・日・祝日を除く） 

 

（５）提出先及び問い合わせ先 

春日那珂川水道企業団 2 階 総務課（春日市原町 2-30-2） 

TEL (092)571－7001 FAX(092)574-4960 

 

（６）提出書類等 

「３．書類作成」を参照し、(別表)「申請書類チェックリスト・不足書類通知書」のとおり必要書類を 

提出してください。 

  ⑫役員名簿及び⑳業者カードについては書類だけでなく、Excelデータをメールに添付し、提出してく

ださい。 

メールアドレス： keiyaku@kasuga-nakagawa-suido.or.jp 

 

（７）提出方法 

申請書類を提出する際は、必ず郵送(追跡サービスができるもの)で提出してください。（持参不可） 

郵送は郵便局による郵便または、総務省の認可を受けた一般信書便事業者もしくは、特定信書便事業者

が行う信書便を使用してください。 

なお、申請書類に不備がある場合は、受付期間内に書類を完備のうえ再提出していただきます。 

 

（８）注意事項 

ｱ) 受領した書類は、返却しません。 

ｲ) 提出書類の控えは、必ず保管しておいてください。 

ｳ) 提出書類に不備があり、その是正が企業団の指定する期限までに行われなかった場合は、申請は無

効とし、提出された書類は破棄します。 

ｴ) 登録事項に本企業団システムが対応していない常用外漢字が含まれている場合、相当する常用漢字

に変換しての登録となります。 

ｵ) 競争入札参加資格が認定されても、必ずしも見積依頼や指名競争入札における指名があるとは限り

ません。 

ｶ) 受付期間終了後は、一切受け付けません。 

ｷ) 提出書類は、提出書類一覧表記載の順に整理し指定した色のクリアホルダーに入れて提出してくだ

さい。 

   

・工事関係 …………………… 青色系  

・コンサルタント関係 ……… 赤色系  

・物品・役務関係 …………… 黄色系  

  

（９）競争入札参加資格の認定及び公表 

審査の結果、競争入札参加資格を有すると認めた事業者は、春日那珂川水道企業団契約事務規程（平成

21 年規程第 11 号）第 4 条に規定する有資格者名簿（以下「有資格者名簿」という。）に登載し、資格

mailto:keiyaku@kasuga-nakagawa-suido.or.jp
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認定日以降に春日那珂川水道企業団 2 階情報公開コーナーおよび春日那珂川水道企業団ウェブサイトに

て公開します。なお、資格認定の通知は行いませんので、申請者において有資格者名簿で確認してくださ

い。 

 

３．書類作成  ※別表の申請書類チェックリストで提出の要・不要を確認してください。 

① 一般（指名）競争入札参加資格審査申請書････指定様式 

ｱ) 申請は、１事業者につき申請業種区分ごとに１申請に限ります。申請に当たっては、支店、事業部

門間などで調整し、二重登録とならないように注意してください。 

ｲ) 申請者は、法人にあっては代表者、個人にあっては事業主に限ります。 

ｳ) 法人は、本店所在地、商号、代表者資格（役職など）および代表者氏名（全て登記事項証明書上の

もの）を記入し、登記印鑑（実印）を押印してください。 

 個人は、営業の本拠地、商号または名称および事業主名を記入し、実印を押印してください。 

ｴ) 担当者氏名および連絡先は、申請書類作成者の氏名などを記載してください。行政書士が書類を作

成した場合は、行政書士の氏名などを記載してください。 

 

② 印鑑証明書 

 提出不要です。 

 

③ 営業許可証明書等(写し) 

ｱ)  工事関係については、建設業法第３条第１項の規定による「建設業の許可通知書」または「建設

業許可証明書」を提出してください。 

ｲ)  工事関係以外については、登録希望業種に関し許可、認可、登録等を要するものである場合に提

出してください。 

 

④ 登記事項証明書（商業登記簿謄本） ※法人のみ（写し可） 

 発行日が令和 8 年４月１日以降で、申請日現在の情報と相違ないものを提出してください。 

 

 ⑤ 身分証明書（写し可）及び申立書（指定様式） ※個人事業者のみ 

ｱ) 発行日が令和 8 年４月１日以降のものを提出してください。 

ｲ) 申立書は、事業主名を記入し、実印を押印してください。 

 

⑥ 営業所一覧表････任意様式 

ｱ) 支店(営業所)名、所在地、電話番号がわかるもの。 

ｲ) 工事関係については、許可を受けた建設業の種類も明記すること。 

 

⑦ 市町村税について滞納のないことの証明書(写し可)   

ｱ) 発行日が令和 8 年４月１日以降のものを提出してください。 

ｲ) 市町村税について滞納のないことを証明する「市町村税を現在滞納していない証明書」を提出して

ください。 

ｳ) ここでいう市町村税とは、市町村（東京都特別区等を含む。）から課される全ての税のことです。

市町村民税だけでなく、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税その他の市町村で賦課される全て

の税について滞納のないことを証明する必要があります。 

ｴ) 市町村によっては「市町村税を現在滞納していない証明書」を発行していない場合があります。そ

の場合に限り、最近 2 年分の各納税証明書を提出してください。 

ｵ) 東京都特別区においては、法人都民税、固定資産税等の最近 2年分の納税証明書を提出してくださ

い。 
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ｶ) 登録を希望する事業所が所在する市区町村が発行する証明書を提出してください。支店など契約締

結権などを委任する場合は、支店等が所在する市区町村の証明書となりますので注意してください。 

 

⑧ 消費税及び地方消費税の滞納のない証明書(写し可) 

ｱ)  発行日が令和 8 年４月１日以降のものを提出してください。 

ｲ) 国税庁（本店所在地の所轄税務署）が発行する消費税及び地方消費税を現在滞納していない証明書

（納税証明書その 3、その 3 の 2 及びその 3 の 3 いずれか）を提出してください。 

ｳ) 納税義務のない事業者は、「未納のない証明書」を提出してください。 

ｴ) ｅ－Ｔａｘ（Ｗｅｂ版）を利用して取得した電子納税証明書（ＰＤＦファイル）を印刷したものの

提出も可とします。この場合、証明書の発行日に注意してください。 

 

⑨ 経営規模等評価結果通知書等(写し)《工事関係のみ》 

ｱ) 国土交通大臣または委任都道府県知事が発行した通知書（総合評定値（Ｐ）の数値の記載があるも 

  の）の写し（A4 サイズ）を提出してください。 

ｲ)  審査基準日が令和７年３月 1 日以降のものとします。 

ｳ) 申請時に経営規模等評価結果通知書等が準備できない場合は、審査基準日直近のものを提出し、令

和 8 年８月３１日(月)（必着）までに審査基準日以降のものを提出してください。 

ｴ) ｳ)の場合においては、業者カードへの入力事項は、差し替え前の経営規模等評価結果通知書の値で

入力してください。 

 

 

 

⑩ 官公需適格組合証明書（写し可） 

 経済産業局長が発行する官公需適格組合の証明を受けている事業協同組合が登録する際は、当該証明 

書を提出してください。  

 

⑪ 財務諸表（直近１年（１２月）分）《工事関係以外》 

ｱ) 「貸借対照表」、「損益計算書」を提出してください。 

ｲ) 「工事関係」との複数登録を希望する場合は、「経営規模等評価結果通知書等」の写し（総合評定

値（Ｐ）の数値の記載があるもの）を一緒に提出してください。 

ｳ) 個人事業者の場合は、１年分（令和 7年）の所得税青色申告決算書（損益計算書及び貸借対照表）

を提出してください。申告書ではないので注意してください。 

 

⑫ 役員名簿････指定様式※法人のみ  

ｱ) 登記事項証明書に記載されている役員（監査役を除く。）の氏名（フリガナ）、性別、生年月日等

を入力してください。 

ｲ) 本店所在地、商号及び代表者資格氏名（すべて登記事項証明書上のもの）を入力し、登記印鑑（実

印）を押印してください。 

ｳ) 提出日現在の役員を入力してください。 

 

⑬ 技術者名簿 

 《工事関係》 

ｱ) 経営規模等評価申請の際に提出した技術職員名簿の写しを提出してください。 

ｲ) 本社以外の支店・営業所などで登録する場合は、ｱ)のうち当該支店などに所属する技術職員につい

て、マーカーなどで明示してください。  

《コンサルタント関係》(指定様式) 
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ｱ) 春日那珂川水道企業団と契約を締結する事業所の技術者名簿を提出してください。 

ｲ) 本様式の項目を全て含むものであれば、別様式の名簿でもかまいませんが、必ず希望する大分類種

目ごとに、作成してください。 

《物品・役務関係》(指定様式) 

ｱ) 登録希望業種に関し、免許、資格等を要するものである場合に提出してください。 

ｲ) 春日那珂川水道企業団と契約を締結する事業所の技術者名簿を提出してください。 

ｳ) 業者カード「職員数内訳」欄の「契約する事業所」欄に計上された人数分の名簿を提出してくださ

い。 

ｴ) 本様式の項目を全て含むものであれば、別様式の名簿でもかまいません。 

 

⑭ 工事（業務）経歴書････任意様式 

ｱ) 発注者、元請・下請、工事（業務）名、工事（業務）場所のある都道府県、契約金額（税込）、工

期（業務期間）等の実績がわかるもの（令和６～７年度分。無いか少ない場合は令和５年度分も可） 

ｲ) 工事関係で水道施設工事の配水管等布設工事を希望される方は、この工事経歴書とは別に「配水管

等布設工事に関する調書」を提出してください。 

ｳ) コンサルタント関係で土木設計を希望される方は、この業務経歴書とは別に「設計調査等の実績調

書」を提出してください。 

 

１ ※「配水管等布設工事に関する調書」及び「設計調査等の実績調書」は、Ａ4用紙縦向き両面（長辺と

じ）にて印刷してください。 

 

⑮ 取扱商品明細表（物品・役務関係のみ）････任意様式 

取扱商品等の明細がわかるもの。商品のパンフレット等でも可。 

 

⑯ 委任状････指定様式 

ｱ) 本社以外の支店、営業所等に見積り、入札、契約締結、代金請求など権限を委任する場合は、本社

からの委任状が必要です。 

ｲ) 工事関係については、建設業許可申請において届け出のない支店、営業所などに対して当該委任 

をすることはできません（建設業法第 3 条第 1 項および同施行令第 1 条）。 

ｳ) 委任状には、委任者（実印）、受任者（支店長印などの使用印鑑）双方の印鑑を押してください。 

委任者および受任者の印鑑がない場合は、無効となります。 

 

⑰ 誓約書････指定様式 

ｱ) 暴力団または暴力団員でないこと、その確認を春日那珂川水道企業団が警察へ照会することを承諾

することなどについての誓約書を提出してください。 

ｲ) 法人の場合は、本店所在地、商号および代表者資格氏名（全て登記事項証明書上のもの）を記入し

、登記印鑑（実印）を押印してください。 

個人の場合は、営業の本拠地、商号または名称および事業主名を記入し、実印を押印してください

。 

 

⑱ 使用印鑑届････指定様式 

ｱ) 使用印鑑とは、春日那珂川水道企業団との間において、見積り、入札、契約締結、代金請求等の行

為に使用する印鑑のことをいいます。 

ｲ) 使用印鑑に、実印を使用する場合は、使用印鑑届は不要です。この場合、業者カードの使用印鑑欄

には、実印を押印し、「実印」に○をつけてください。 

ｳ) 使用印鑑に、実印以外を使用する場合は、使用印鑑届を提出してください。この場合、業者カード
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の使用印鑑欄には、届出した印鑑を押印し、「使用印」に○をつけてください（支店などを契約締結

先とする場合は、必ず提出する）。 

ｴ) 法人の場合は、会社の印鑑ではなく、会社の代表者（契約締結先の支店長等）を表す印鑑を使用し

てください。 

 

⑲ 申請チェックリスト････指定様式 

 申請チェック欄に✓を付けてください。 

 

⑳ 業者カード･･･指定様式 

「業者カード入力例」を参照し、実績も忘れずに入力してください。 

 

 ㉑ 配水管等布設工事に関する調書････指定様式 

   工事関係で水道施設工事（大分類）の配水管等布設工事（小分類）を希望される方は、本調書を必 

ず提出してください。 

 ㉒ 設計調査等に関する調書････指定様式 

   コンサルタント関係で土木設計を希望される方は、本調書を必ず提出してください。 

 

 

※①申請書、⑤申立書、⑫、⑬、⑯～㉒については、当企業団ホームページからダウンロード可能で

す。  

詳しくは、https://kasuga-nakagawa-suido.or.jp をご覧ください。 
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業者カードの入力方法について 

 

【業者情報欄】  

 

1 令和6・7年度有資格者の方は、登録番号を入力、それ以外の方は未入力としてください。 

 

2 所在地は、登記事項証明書上の所在地を入力、個人にあっては、現に営業しているところを入力してく

ださい。  

実際の所在地が登記事項証明書上の所在地または住民票と相違している場合は、下段に（ ）書きで登

記事項証明書上の所在地を入力してください。 

  

3 商号又は名称は、本店（本社）名を入力してください。  

 

4 フリガナは、「カブシキガイシャ」「ユウゲンガイシャ」等は省いてください。  

 

5 E-MAILは、指名通知の際メール送付先として登録します。入力漏れがないようにしてください。 

 

6 代表者氏名は、法人にあっては、登記事項証明書に登載された代表権を有する人を、個人にあっては  

現に営業している人を入力してください。  

 

7 「本企業団と契約を希望する事業所所在地」欄は、当企業団との取引を本店（本社）ではなく、支店や

営業所等で行うときは必ず入力してください。なお、本店（本社）で登録を行う場合は入力不要です。 

  

8 希望業種に関する欄について、希望業種区分表を見て「業種」の欄は当企業団における指名希望順位第

１位から順次入力し、大分類（リストから最大3つまで選択可）、小分類コード（該当する番号に○をつ

ける。複数可）を入力してください。なお、登録後の業種の追加、変更、希望順位の変更はできません

のでご注意ください。（有効期間中に追加登録受付を行う場合は、変更可能です。）  

 

（注）工事関係を申請する場合に、建設業の許可があっても、経営事項審査を受けていない建設工事につ

いては希望業種として申請できません。また、支店等での契約締結等を希望する場合、支店にて許可され

た業種以外の業種を希望業種として申請することはできません。  

 

9 工事関係の「総合評点」、「平均完成工事高（千円）」、「技術職員数」、「審査基準日」、「自己資

本額」、「営業年数」欄は、建設業法第27条の27による経営規模等評価結果通知書等に基づき入力し

てください。（コンサルタント関係、物品・役務関係の方は、法人は決算報告書、個人は財務諸表等の

関係書類に基づき入力してください。）  

 

10 工事関係の「許可区分」の欄については、「特定」「一般」の該当する方を選択してください。  

 

11 工事関係以外の自己資本額については、以下の数値又は算出方法で算出して入力してください。  

・法人の自己資本額・・貸借対照表の「純資産の部」の純資産合計を入力してください。  

・個人の自己資本額・・元入金（期首資本金）＋事業主借－事業主貸＋売上金額（事業主利益）  

（注）自己資本額は資本金ではありません。必ず上記の数値又は算出方法で算出のうえご入力くださ

い。  
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12 「使用印鑑」欄については、契約に使用する印鑑を押印してください。（法人の場合は、会社の印で  

はなく会社名及び代表者（契約締結先の支店長等）を表す印鑑）  

 

13 コンサルタント関係の有資格者数及び有資格者数内訳については、別紙「有資格者区分表」を参照の

うえ、延べ人数を入力してください。 

 

14 コンサルタント関係の技術職員数及び従業員数については、実人数を入力してください。 

 

15 インボイス制度の適格請求書発行事業社登録番号を入力してください。※適格請求書発行事業者のみ。 

 

 

 

【 希望業種実績欄 】  

 

１ 「大分類、小分類」の欄は、希望業種区分表を参照しコード番号を入力し、「元・下請」の欄は、 元請

又は下請の別を入力してください。  

 

２ 「契約金額」の欄は税込みの契約金額を、「事業年度」の欄は契約した年度を入力してください。 

  

３ 実績は、本企業団と契約を希望する事業所分のみを、直前２年間の主な契約について入力してくださ

い。（契約の相手先が官公庁のものを優先。直前２年間の実績がない場合は令和5年度分も入力可。） 

※本企業団と契約を希望する事業所での契約実績があれば、必ず入力してください。たとえ契約実績があ

る場合でも、未入力であれば「実績なし」とみなしますのでご注意ください。  

 

４ 物品・役務関係の「主要取扱商品等明細」欄は、自社商品、他社商品に関わりなく取り扱っている商品

名及び主要業務並びに許認可状況（国、県等からの許認可が必要な場合）をできるだけ詳しく入力してく

ださい。  

 

５ 各項目の入力方法等については、業者カードの入力例を参照してください。  

 

※⑳業者カードは、申請業種（「工事関係」、「コンサルタント関係」、「物品・役務関係」）毎と、そ

れぞれ「希望順位1実績」、「希望順位2実績」、「希望順位3実績」をＡ４用紙に印刷してくださ

い。（実績がない場合は、「実績なし」と入力し、印刷してください。）  

 

 

 


